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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月9日(2020.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アトピー性皮膚炎を処置するための医薬組成物であって、前記医薬組成物は：
　生菌であり、かつドナー被験体の皮膚から単離された、アトピー性皮膚炎の処置に有効
な量で存在するロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株と；
　薬学的に許容可能な担体と
を含む、医薬組成物。
【請求項２】
　前記ドナー被験体はアトピー性皮膚炎を有していない、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　前記医薬組成物は局所剤形で製剤化される、請求項１または２に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　前記医薬組成物は、クリーム、ゲル、膏薬、発泡体、軟膏、および液体から選択される
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局所剤形で製剤化される、請求項１－３のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項５】
 前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は、１０４－１０１２のコロニー
形成単位の量で存在する、請求項１－４のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は精製される、請求項１－５のい
ずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は、黄色ブドウ球菌を減少させる
のに十分な量で存在する、請求項１－６のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は、ロゼオモナス・ミュコーサの
最大５つの株を含む、請求項１－７のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は、ロゼオモナス・ミュコーサの
最大３つの株を含む、請求項１－７のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　前記薬学的に許容可能な担体はスクロースを含む、請求項１－９のいずれか１つに記載
の医薬組成物。
【請求項１１】
　前記薬学的に許容可能な担体はスクロースである、請求項１－９のいずれか１つに記載
の医薬組成物。
【請求項１２】
　アトピー性皮膚炎の局所処置のための製剤に使用するための、請求項１－１１のいずれ
か１つに記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　アトピー性皮膚炎を処置するためのキットであって、前記キットは：
　医薬組成物を含む第１の容器であって、ここで、前記医薬組成物は、アトピー性皮膚炎
の処置に有効な量で存在するロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株を含み、こ
こで、前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は、生菌であり、かつドナー
被験体の皮膚から単離される、第１の容器と；
　薬学的に許容可能な担体を含む第２の容器と
を含む、キット。
【請求項１４】
前記医薬組成物は凍結乾燥される、請求項１３に記載のキット。
【請求項１５】
前記第２の容器の前記薬学的に許容可能な担体は、クリーム、ゲル、膏薬、発泡体、軟膏
、あるいは液体を含む、請求項１３あるいは１４に記載のキット。
【請求項１６】
　前記液体は水である、請求項１５に記載のキット。
【請求項１７】
　前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は、１０４－１０１２のコロニー
形成単位の総量で医薬組成物中に存在する、請求項１３－１６のいずれか１つに記載のキ
ット。
【請求項１８】
　前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は、ロゼオモナス・ミュコーサの
最大５つの株を含む、請求項１３－１７のいずれか１つに記載のキット。
【請求項１９】
　前記ロゼオモナス・ミュコーサの少なくとも１つの株は、ロゼオモナス・ミュコーサの
最大３つの株を含む、請求項１３－１７のいずれか１つに記載のキット。
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